
第４次行動計画の施策体系（案）

基本目標 施策の方向・施策
事業イメージ
（継：継続事業，○：実施しているが本計画に計上していない事業）

男女共同参画意識を実践・行動に繋げるための取組の推進

男女共同参画の教育の推進

【継】小・中・高・大学生等への出前講座の実施
【継】専門分野における男女の活躍領域拡大促進講座の実施
【継】男女共同参画の視点を踏まえた保育研修会の実施＜保育課含む＞
【継】人権研修，セクシュアル・ハラスメント防止研修の実施＜人事課＞
【継】人権教育研修会の実施＜学校教育課＞
【継】親学出前講座の充実＜生涯学習課＞
【継】小・中学生へのキャリア教育の実施＜学校教育課＞
【継】ふれあいのある家庭づくり事業の実施＜子ども未来課＞
【継】生涯学習センターとの連携による男女共同参画推進講座等の実施＜生涯学習課＞
【○】ライフプランセミナーの実施

男女共同参画についての広報・啓発活動

【継】広報紙（特集号）による情報発信
【継】男女共同参画推進週間・月間を活用した広報・啓発
【継】情報誌「ぱーとなーしっぷ」の発行
【継】男女共同参画ニュースの発行
【継】子ども向け啓発パンフレット「かがやき」の作成・配布
【継】男女共同参画表現ガイドラインの周知
【継】活躍している女性の情報発信
【継】親学と子どもの情報誌「こどもるっくる」の充実＜生涯学習課＞

男性を中心とした意識変革による固定的性別役割分担や慣行の見直し

男性自身や事業主の意識変革による男性の家
庭参画の促進

【継】男性の家庭参画促進講座等の実施
【継】ママパパ学級の実施＜子ども家庭課＞
【継】家族経営協定締結促進事業＜農業委員会事務局＞

男性シニア層を中心とした固定的性別役割分
担の解消

【継】男女共同参画推進講座等の実施

雇用における女性の活躍の推進

女性の活躍に向けた人材育成支援

【継】男女共同参画推進講座等の実施
【○】中小企業の一般事業主行動計画策定支援（コンサルタント派遣）

仕事と子育てや介護等との両立支援

【継】一時預かり事業（保育所型）の実施＜保育課＞
【継】保育所，認定こども園の整備促進＜保育課＞
【継】延長保育事業の実施＜保育課＞
【継】病児・病後児保育事業の実施＜保育課＞
【継】休日保育事業の実施＜保育課＞
【継】ファミリーサポートセンター事業の実施＜子ども未来課＞
【継】宮っ子ステーション事業の充実＜生涯学習課＞
【継】仕事と介護の両立に向けた意識啓発講座等の実施＜高齢福祉課＞

地域・社会における男女共同参画の推進

女性のチャレンジ（起業・再就職）への支援

【継】女性のための再就職支援セミナー
【継】女性向け就職情報の提供
【継】女性のための就職相談会＜商工振興課＞
【○】女性再就職マッチング事業＜商工振興課＞

「第４次宇都宮市男女共同参画行動計画」の施策体系（事業イメージ）
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企業における職場環境整備に向けた支援

【継】男女共同参画推進事業者表彰（きらり大賞）の実施
【継】企業啓発出張セミナーの実施
【継】勤労者向けWLB啓発セミナーの実施
【継】WLB実践ガイドブックの配布
【継】労働環境啓発冊子の作成・配布＜商工振興課＞
【継】「宇都宮まちづくり貢献企業認証制度」の認証＜商工振興課＞
【○】中小企業の一般事業主行動計画策定支援（コンサルタント派遣）
【○】勤労者健全育成事業補助金（働き方改革に係る講演会等）＜商工振興課＞
【○】健康経営推進事業＜健康増進課＞
【○】労働相談の実施（セクハラ・パワハラ等）＜商工振興課＞
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地域における男女共同参画の推進

【継】防災活動や災害発生時における男女共同参画の推進
【継】活躍する場や機会の提供
【継】団体登録制度の活用
【継】市民企画講座の実施

意思決定過程における男女共同参画の推進

市の政策・方針決定過程における女性の登用
促進

【継】審議会・委員会等への女性登用促進
【継】女性のためのリーダー養成講座の実施
【○】市の女性職員キャリアアップ研修＜人事課＞
【○】管理監督者によるキャリア支援の充実＜人事課＞

自営の商工業や農業・林業従事者，地域等に
おける方針決定への女性の参画促進

【継】管理職・役員等への女性登用促進に向けた啓発

男女間におけるあらゆる暴力の根絶

配偶者や恋人からの暴力対策の推進

【継】DVの未然防止対策の推進
【継】相談体制の充実
【継】緊急時における被害者の安全の確保
【継】被害者の自立支援体制の充実
【継】関係機関等との連携・協働によるＤＶ対策の推進
　※平成３０年度改定の「ＤＶ対策基本計画」において検討

女性に対する性暴力・性犯罪被害等の未然防
止

【継】性暴力・セクハラ等防止啓発事業の実施
【○】ストーカー被害者等に対する相談体制の充実

性に対する理解促進と身体的特性に応じた健康づくり

性についての理解促進

【継】性教育サポート事業の実施＜学校健康課＞
【継】エイズ予防啓発普及活動の実施＜保健予防課＞
【継】性といのちの健康教育出前講座の実施＜子ども家庭課＞
【○】（性的少数者への対応）児童生徒及び保護者への啓発＜学校教育課＞

身体的特性に応じた健康づくり

【継】性差に応じた健康支援講座の実施
【継】がん検診の実施＜健康増進課＞
【継】女性の健康力アップ事業の実施＜健康増進課＞
【継】妊婦健康診査の実施＜子ども家庭課＞
【継】不妊に悩む人への支援＜子ども家庭課＞
【○】飲酒・喫煙防止の啓発＜健康増進課＞
【○】こころの健康づくり対策＜保健予防課＞
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